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５ 

報告第 １ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 神明橋橋梁補修工事請負契約の変更契約の締結について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

  令和 ８ 年 １ 月２８日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



６ 

専決第 １ 号 

 

   神明橋橋梁補修工事請負契約の変更契約の締結について 

 

 令和７年第２回おいらせ町議会定例会議案第４７号をもって議会の議

決を経た、神明橋橋梁補修工事請負契約の一部を変更し、次のとおり契

約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定に

ついて（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）第３号アの規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 

  変更契約金額        ６３８，０００円の増額 

   変更後の契約金額 １２２，９５８，０００円 

   変更前の契約金額 １２２，３２０，０００円 

 

 

  令和 ８ 年 １ 月 ９ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 



７ 

承認第 １ 号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第６号）を地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 

 
  令和 ８ 年 １ 月２８日 提出 

 
                 おいらせ町長 成 田   隆 
  



８ 

専決第２０号 

 
   令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第６号）について 
 
 令和７年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 
 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５，９０１千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，８７１，９５６

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 
  令和 ７ 年１２月１５日 専決 

 
                 おいらせ町長 成 田   隆 
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１１ 

承認第 ２ 号 

 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 令和７年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）を地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求める。 
 
 
  令和 ８ 年 １ 月２８日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

１２ 

専決第２１号 
 
   令和７年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）について 
 
 （総則） 
第１条 令和７年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定める

ところによる。 
 
 （収益的収入及び支出） 
第２条  令和７年度おいらせ町病院事業会計予算第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
 

（科  目）     （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 
収   入 

 第１款 事業収益   1,193,418 千円     6,930 千円   1,200,348 千円 

  第２項 医業外収益  186,136 千円     6,930 千円    193,066 千円 

 

支   出 

第１款  事業費用      1,193,418 千円     6,930 千円   1,200,348 千円 

第１項 医業費用    1,186,069 千円      6,930 千円    1,192,999 千円 

 
 

 

 

令和 ７ 年１２月１５日 専決 

 

おいらせ町長 成 田   隆 

 
  



 

１３ 

承認第 ３ 号 

 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 令和７年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第３号）を地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 
 
 
  令和 ８ 年 １ 月２８日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

１４ 

専決第２２号 

 

   令和７年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度おいらせ町下水道事業会計の補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度おいらせ町下水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科 目）     （既決予定額） （補正予定額） （計） 

            支   出 

第 1 款  事業費    799,312 千円  679 千円  799,991 千円 

 第１項 営業費用   688,663 千円  679 千円  689,342 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 124,857 千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 124,178 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 994 千円」を、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額 962 千円」に、「当年度利益剰余金処分額 58,288 千円」を、

「当年度利益剰余金処分額 57,641 千円」に改め、資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科 目）     （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収   入 

第１款  資本的収入  669,414 千円  679 千円  670,093 千円 

 第２項 他会計補助金 203,811 千円  679 千円  204,490 千円 



 

１５ 

（繰出基準を超える補助金） 
第４条 予算第９条中「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

97,066 千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、97,745

千円」に改める。 

 

（利益剰余金の処分） 

第５条 予算第１０条に定めた金額を次のように改める。 

 （科 目）   （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

 減債積立金   58,288 千円   △647 千円   57,641 千円 

 

  令和 ７ 年１２月１５日 専決 
 
                おいらせ町長 成 田  隆 
  



 

１６ 

承認第 ４ 号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）を地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 

 
  令和 ８ 年 １ 月２８日 提出 

 
                 おいらせ町長 成 田   隆 
  



 

１７ 

専決第 ２ 号 

 
   令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）について 
 
 令和７年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 
 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９，１６２千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，８９１，１１８

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 
  令和 ８ 年 １ 月１９日 専決 

 
                 おいらせ町長 成 田   隆 
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２０ 

議案第 １ 号 

 

   下田公園野球場クレイ舗装等改修工事請負契約の変更契約の締結

について 

 

令和７年第２回おいらせ町議会定例会議案第４８号をもって議会の議決

を経た、下田公園野球場クレイ舗装等改修工事請負契約の一部を変更し、

別紙のとおり契約を締結することについて、議会の議決を求める。 

 

 

 

  令和 ８ 年 １ 月２８日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びお

いらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第２条の規定により、下田公

園野球場クレイ舗装等改修工事請負契約の変更契約を締結するため提案

するものである。  



 

２１ 

別 紙 

 

 

 １ 契約件名 

    下田公園野球場クレイ舗装等改修工事請負契約 

 

 ２ 契約金額 

    変更後 １７８，８９３，０００円 

    変更前  ９３，２８０，０００円 

        （８５，６１３，０００円の増額） 

 

 ３ 工事期間変更 

    変更後  令和７年６月１０日から令和８年５月２９日まで 

    変更前  令和７年６月１０日から令和８年１月３０日まで 

 

 ４ 契約の相手方 

    青森県上北郡おいらせ町深沢平８８番地 

    株式会社 種市建業 

    代表取締役 小向 卓美 

 

 

 

  



 

２２ 

議案第 ２ 号 
 

令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第８号）について 
 

令和７年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 
 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５８，０２５千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，３４９，１４３

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 （繰越明許費の補正） 
第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 

  令和 ８ 年 １ 月２８日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆
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